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第 42 問　相手方本人との直接交渉

　離婚事件において，妻の代理人弁護士Ｘは，夫の代理人弁護士Ｙが
多忙を理由にＸから出した照会事項について回答してくれないので，
夫に直接尋ねることにし，夫の会社に直接電話した。何か問題はある
か。
　夫の自宅に質問事項を記載した書面を送付した場合はどうか。
　また，妻が両代理人Ｘ，Ｙを経由しないで夫と直接話したいといっ
てきた場合，代理人Ｘはこれを許してよいか。

■ 本問のポイント 
・相手方が弁護士に依頼している場合，相手方本人と直接交渉してはな

らない理由

・交渉でなければ相手方本人と接触してもよいか。

・相手方と直接交渉が許される正当な理由とは。

・依頼者本人と，相手方本人との直接交渉について。

■ 関連条文 

基本規程52条（相手方本人との直接交渉）

　弁護士は，相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたと

きは，正当な理由なく，その代理人の承諾を得ないで直接相手方

と交渉してはならない。

　解　説

１　基本規程52条の趣旨

　基本規程52条が相手方本人との直接交渉を禁じる理由として，一方の当
事者の代理人が，他方の代理人に無断で，直接相手方本人と交渉したとす
れば，それは相手方に代理人を選任した意味を失わせることとなり，相手
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方を不利益に陥れるおそれが大きく，公正の精神に反する行為である。また，
そのような行為は，相手方代理人をその依頼者との関係で窮地に陥れかね
ず，弁護士間の信義にももとるものである（『注釈』189頁）とされている。
　『注釈』の注記（188頁）によれば，BRAK（ドイツ連邦弁護士会）は，「相
手方弁護士の同意なしに相手方当事者と直接に連絡をとり，又は交渉する
ことは，倫理違反である。遅延のおそれがあるときには，この原則を守ら
ないことができる。」（24条）と規定する等，外国の同様の規定を紹介して
いる。そして，「このように代理人の了解なく相手方と直接交渉すること
を禁ずるということは古典的倫理であり，各国の現在の倫理規範にも共通
して規定される確立した倫理である。」 とされている。

２　本問について

⑴　「離婚事件において，相手方の夫の代理人の弁護士Ｙが多忙を理由に
妻の代理人Ｘが出した照会事項について回答をしてくれないので，夫の
会社に直接電話した。」というケースについてそのポイントは，①相手
方代理人が多忙を理由に回答してくれないことが相手方代理人の承諾を
得ないで直接交渉することが認められる正当な理由になるか，②本問は
照会事項についての回答を求めるものであり，これが直接交渉の禁止事
項に該当するかという点である。
①については，「正当な理由」とは，「直接交渉する緊急性・必要性が
あり，相手方本人にことさら不利益を与えるおそれも少ないと認められ
る場合をいう。相手方代理人の事情により長期にわたり連絡がとれない
場合，相手方代理人が懲戒などにより業務を行うことが禁止された場合，
度重なる連絡にもかかわらず相手方代理人が回答をせず，それが相手方
本人の意思に基づくものでないと考える合理的な事情がある場合等は，
直接交渉する正当な理由がある場合に該当すると解される。」（「解説・
第２版」134頁）とされている。

1）　塚原英治ほか『法曹の倫理と責任』230頁（現代人文社，第２版，2007）。なお，同
書227頁は，本問と類似事案について検討している。
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